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教職課程の衰退期における社会人対象教員養成の可能性

諸言
我が国の高等教育は、18歳人口低減期に向

かって大きな転換期を迎えている。対象学齢

人口の縮小が高等教育淘汰の時代を招くこと

は、すでに以前から指摘されてきた（喜多村、

1990）。しかしながら、同じ高等教育で養成

されている教員の需給関係についていえば、

社会的関心はこれまで高かったとはいえな

い。教員需給将来推計をいち早く行った潮木

守一（潮木、1985）は、当時国会の予算委員

会で意見を求められたが、その後、彼の警鐘

が政策に生かされることはなかったと振り

返っている（潮木、2013）。その後、推計モ

デルを改良してシミュレーションを行ってい

る山崎博敏は、最新の推計で2025年までの県

別採用予測の結果から、「近い将来、教員需

要は大幅に減少するだろう」と、かつての潮

木と同じ警鐘を鳴らしている（山崎、2014）。

そもそも、我が国の教員養成は「計画養成」

という言葉で表現されるように、教員の退職

者数、学級数などの予測に応じて採用数を決

める方式が採られているといわれているが、

実は、厳密にいえばこれは計画養成ではない。

なぜなら、本来、計画養成とは、需給予測に

基づく教員免許の授与数、すなわち大学にお

ける教職課程の定員をコントロールすること

だからである。いってみれば、高等教育機関

に教職課程を開放しておいて、一方では採用

時点でコントロールするという方式は、大量

のペーパー・ティーチャーを生むという「社

会的浪費（social wastage）」を生んでいる（加

藤、2011）。

この現状については、二つの問題が指摘さ

れなければならない。ひとつは、長期的将来

推計に基づいた計画養成が無いままに教員免

許が乱発され続ければ、急激な教員需要低減

期には、多くの高等教育において教職課程の

廃止が避けられなくなる点である。もうひと

つは、緊縮財政下での大きな社会的浪費に対

して、納税者（tax payer）からのアカウン

タビリティ追求が厳しくなることである。

これらの点について、本論ではイギリスに

おける戦後教員養成史を概観することで、今

後、我が国の教職課程がどのように変化して

いくべきかについての示唆を得たい。それと

いうのも、戦後イギリス教員養成史では、我

が国と同じ問題をすでに抱えているからであ

る。つまり、学齢人口低減、教員の質向上、

緊縮財政等、我が国と同じ社会状況を過去に

経験しているイギリスの制度は、ひとつの事

例として我が国の養成政策に生かすことがで

きると考えられるのである。

本論の前提は、今回も山崎（2014）の警鐘

が高等教育政策に反映されることは期待でき

ず、各大学はレッセ・フェール市場競争の中

で、自助努力で生き残りをかけて何らかの方

策をとることが急務となるという点にある。

その前提の下で、我々は採用低減期における
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生き残り方策を、イギリスの事例と比較しな

がら模索していきたい。

1、イギリス戦後教員養成史概観―私的

営為から国家コントロール下へ

イギリスにおける戦後の教員養成史は、い

くつかの社会政治的課題（issues）をめぐっ

て展開されてきた。ここでは、わかりやすく

するために、3 つの課題を切り口にしてみた

い。それというのも、これらの課題を解決す

るための教員養成制度改革が、結果として教

員養成機関の入学者に占める社会人入学生

（mature students）の比率を高めてきたと考

えられるからである（加藤、2011参照）。

戦後教員養成の 3 つの課題

1 ）教員の需給バランスの変化（供給過剰

から教員不足へ）。

2 ）教師の社会的地位向上（専門職か職人

かをめぐる論争）。

3 ）政府コントロールの強化（市場原理導

入と教師のアカウンタビリティ向上）。

1）教員需給バランスの変化

戦後の教員需要は児童生徒人口の増加に供

給がともなわないというミスマッチが続いて

いた。戦後のベビーブーマーに対応するだけ

の教員が供給できなかった背景の一つには、

伝統的に教師の社会的地位、報酬が低かった

ため、戦後においてもまだビクトリア時代の

見習い教員（pupil teacher）とさして変わら

ないイメージが持たれ、単純労働者の地位に

甘んじていたことがあった。

そんな中で大きな変化がおきたのは、政府

による高等教育の拡大政策（ロビンズ報告、

1963年）のンパクトだった。図表 1 のように、

高等教育在学数の増大もさることながら、教

員養成機関の在学生数は60年～ 70年代前半

にかけて急増する。しかしながら、この多く

は大学（university）ではなく教員養成カレッ

ジ（teacher training college）だった。

70年代前半以降、学齢人口の急増が収束す

ると、教員養成機関の在学者比率は急速に低

下していく。結局、この間、職業としての教

員の地位が向上することはなく、80年代の、

図表 1、PGCEによる教員資格取得者の変化

出典：加藤（2011）、p.65より引用（原典：Furlong（1988） p.3）。

（人）
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「教師の専門職化をめぐる議論」に先送りさ

れることになり、近年では新自由主義的な価

値基準から、教員の仕事は実践的かつ職人的

な技術であると考える傾向が強まっている

（Child, 2013）。

2）教師の社会的地位向上（教師は専門職か）

1）で述べたように、教員の需給関係は70

年代後半から80年代にかけて緩和され、公立

教員の給与も改善されなかったことから、一

部のインデペンデントスクール（伝統的私立

学校）の教員以外は、魅力の少ない専門性の

低い職業に甘んじ続けることになった。

しかしながら、60年代終わり、教員養成を

学部後教育にしようとする動きがあったこと

は注目に値する。これは教育学者たちが中心

となり、哲学、心理学などのアカデミックな

学習を中心とした教員養成を PGCE（Post 

Graduate Certificate in Education）でおこ

なおうという動きだった。PGCE は戦後を通

じて細々と存在してきたが、60年代初頭には

パブリックスクールの教員のための学卒後教

員養成制度としてあるだけだった。それを、

一般の大学における教員養成にしようという

教育学者の試みだった。ラッセルグループ

（Russel Group）と呼ばれる伝統的大学の教

育学者たちが教員の専門性を議論する中で生

まれてきたアイデアだったが、最終的には、

教員養成は職業的（vocational）だというこ

とで伝統的大学には定着しなかった。この、

教職に関する専門職議論は現在に至るまで、

文教政策担当者と教育学研究者の間で、相容

れない争点として続いている。たとえば、前

の文部科学大臣（Secretary of Education）

であった M. Gove は、教職は手仕事（craft）

であり、現場の見習いによってもっともよい

教員養成ができると公言し、全国教員組合か

ら罷免要求まで出された。結果的に、彼は

2014年 5 月の内閣改造で更迭された。それほ

ど、教職の専門性の定義が曖昧であることを

表す出来事だといえる。

こうして、60年代の教員養成の PGCE 化

への試みは失敗に終わり、先に述べたように、

70年代後半からの教員需要の低下は教員養成

機関の在学者比率を急激に低下させていった

（図表 1 参照）。

結果的に、本格的に教員養成が学部教育後

に移行するのは、サッチャー政権による教育

の市場化の時代まで待たなければならなかっ

た。市場化という教育とはこれまで相容れな

かったイデオロギーが、皮肉にも教員養成改

革を促進させ、PGCE の拡大を見ることにな

るのだった。

3）教育における政府コントロールの強化（市

場化する教育）

比較教育史研究者の M. Archer（1984）に

よれば、イギリスの教育システム発達は、教

会 や 慈 善 団 体 な ど の 私 的 事 業（private 

sector）に委ねられてきた。それは、フラン

スが中央集権的に政府主導で教育システムを

発達させてきたのとは全く異なる発達史であ

るという。

しかしながら、戦前戦後のイギリス教育発

達史は、分権システムが中央集権システムに

変化する過程だったといっても過言ではな



4

愛知大学教職課程研究年報　第 4 号　2014

い。つまり、私的営為だった教育事業を、次

第に国家が統制していく過程が、戦後イギリ

ス教育史そのものだったということである。

その国家コントロールが急速に強まったの

は、サッチャー政権下の教育改革だった。そ

れに先立つ60年代、労働党政権による社会平

等化政策は「すべての者に中等教育を」とい

う戦前からの悲願を実現させた（コンプリヘ

ンシビズム（comprehensivism）。ところが、

コンプリヘンシブ政策では、たとえば

Tyndale School 事件のように、学校教育に

不満を抱く親たちによる教師批判が先鋭化し

て い っ た。 さ ら に、 地 方 教 育 局（local 

education authority）が左傾化し、教師たち

と共に既得権を守る硬直化したイデオロギー

集団となっているという世論は強まる一方

だった（加藤、1998）。

その中で誕生したサッチャー政権は新自由

主義を標榜する Hillgate Group のような知的

イデオロギー集団をブレインにして、教育の

市場化を一気に推し進めていった。これによ

て、教育の質を高め、奉仕しないイギリス教

師のイメージからアカウンタビリティを保証

する教師へと転換させようとしたのだった。

な に よ り も 大 き な 変 化 は、National 

Curriculum の導入とその達成度テスト（key 

stage test）の実施だった。教師たちはテス

トへの対応と増大するペーパーワークに、次

第に消耗していくことになるのだった。

さて、教員養成に限ってみると、1979年、

すなわち、サッチャー政権発足以降、政府コ

ントロールを強める政策が次々に打ち出され

始めた。この政府コントロールの強化が、教

員の専門職化を進めることになり、教員養成

カリキュラムが次第に画一化されていくこと

になる。

以下に抽出して並べてみる。

1979：教員供給は需要に応じて決定される

こととする（現在も PGCE の定員

は政府割り当て制であり、年度途中

でも教員不足科目によっては緊急に

割り当てがある。各大学への割り当

ては毎年の評価によって傾斜配分さ

れる）。

1979：教員養成カリキュラムでは、教師が教

室でのパフォーマンスを高めるための

内容によって構成されることとする

（教師＝professional practitioner）。

1983：教育省から教員養成（ITT: initial 

teacher training）の内容が発表さ

れる。

1984：教員養成認証機関（council for the 

accreditation of teacher education）

設立。・教員養成機関を評価、認証。

1984：政令により、教員養成に関する権限

を地方教育局から政府直轄に移行

（circular3/84）。

1988：教育大臣ケネス・ベーカーの下に、

教 育 改 革 法（educational reform 

act）施行。ナショナル・カリキュ

ラム、教員養成改革が促進。

1989：政令（circular24/89）で、教員養成

に対する政府コントロール強化。

1992：政令（cicular9/92）で、教員養成は

現場との連携（partnership）を作り、
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現場教員を mentor としてあてるこ

とが義務づけられる。同時に、教員

養成の80％は現場でなされることが

義務づけられる。

1994：TTA（teacher training agency： 現

TDA（teacher development agency）

と Ofsted（office of standards in 

education）が教員養成機関の査察

（inspection）を担当する。

このように、79年から94年の教員養成改革

によって大きな変化が起きた。それは、政府

コントロールが強まる過程で、養成カリキュ

ラム構造、認証評価、ナショナルカリキュラ

ムとの整合性などが厳しくチェックされるよ

うになり、結果的に、それまで、各大学でば

らつきの大きかった教員養成課程が基準化さ

れていった点である。現在ではQTS（qualified 

teacher status）と呼ばれる認定を受けた新

卒教員が採用の条件となっている。

ただ、いってみれば教員養成の官僚化（非

アカデミズム化といってもよい）ともいうべ

き改革に対しては、教育学研究者から疑問が

出され、伝統的大学の教育学研究者の多くが

大学を去って行った経緯もある（たとえば、

教員養成研究の泰斗 Furlong は92年、ケン

ブリッジ大学からウェールズ大に移籍した）。

つまり、60年代に議論のあった、アカデミズ

ム型と職業訓練型のどちらの教員養成の理想

型なのかという問題は、平行線のままだった

ということである。ひいては、教職の専門性

とは何かという教員のアイデンティティ問題

も、まだ決着していなかったのである。

2、教職離れとリクルートの多様化―現

場を離れる教師たち

90年代の政府コントロール強化は、現場の

教師たちを疲弊させた。政府に提出するデー

タは膨大になり、学校、教師はペーパーワー

クに縛られることになる。同時に、ナショナ

ル・カリキュラムの効果測定ともいうべき習

熟度テスト（key stage test）の結果が公表

され、教師たちは各学校で平均点をあげるべ

く大きなプレッシャーを背負った。中等教育

では GCSE の結果ランキングが8月下旬の新

聞紙上で一斉に発表され（national league 

table）、そこで躍進した中等学校が取り上げ

られることから、各学校は点数主義に陥って

行った。加えて、定期的に行われる政府の実

地査察は draconian（圧政的）と呼ばれるほ

ど厳しさを増していった。

そんななかで2000年代の半ばには、大量の

教員離職者が出た。2010年前後になってもそ

の傾向は変わらず、ついに、新年度、担任が

空席のまま始まるという事態まで見た。政府

は苦肉の策として、コモンウェルス（英連邦）

から教員をリクルートし、はては大陸（フラ

ンス、ドイツ等）から外国人教員まで招いた

ことがあった。

ベビーブーマーが収束し、安定してきたは

ずの教員需給は、予想しなかった教員中途退

職によって、再び逼迫してきた。教職へのイ

ンセンティブが必要になったのである。この

状況の中で、97年から政権についた労働党政

権（ブレアとブラウン）では、二つの教員リ

クルート策を打ち出した。

ひとつは、教員の給与条件を改善した。92
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年前後、校長でもせいぜい 2 万ポンドだった

年収は、ブラウン政権下では10万ポンドを出

すまでになった。インフレ率をデフレートし

たとしても、これは大幅な増加である。ただ

し、公立学校（state school）での給与は細

かく等級がわかれ、教師のパフォーマンスに

傾斜配分される成果主義が導入されている。

いわば、競争原理導入の引き換えとしての給

与増加である。

もう一つのリクルート方法は、教職への

ルートの多様化である。政府のTDA（teacher 

development agency）が各学校の理事（school 

governors）に配布したリーフレットには、

現在可能な教員キャリアへのルートが以下の

ように紹介してある。この多くが社会人のた

めの制度である。

① PGCE: QTS へのもっとも一般的なルート

であり、大学または学校現場（SCITT: 

School Centred Initial Teacher Training）

で取得できる。多くは一年だが、より柔軟

な制度では一年以上必要である。TDA か

ら奨学金を受けることができる。

②BA、Bed: 学士課程でQTSを取得するルー

ト。多くは 3 または 4 年必要。

③ SCITT: 近年もっとも拡大している教員

ルート。いくつかの学校がコンソーシアム

を組み、教員養成機関として認定され

（accredited）、そこで養成される。多くが大

学と協力して PGCEを同時に出している。

④GTP（graduate teacher programme）: 働

きながら教員をめざすルート。各学校は志

願者を見習い教員として雇用でき、TDA

から給与を受けることができる。学校への

配属は DRBs（designated recommending 

bodies）が行うが、選抜はかなり厳しい。

⑤ RTP（registered teacher programme）: 

各学校が教員資格を持たない志願者を雇用

しながら教育し、QTS レベルまで到達さ

せる④と同じ形態だが、これは大学卒業資

格がなくても、2年以上の高等教育を受け

た経験があれば利用できる。ただ、TDA

からの財政サポートはあるが、給与は受け

られない。

⑥ OTT（oversea teacher training）: EEA（欧

州経済地域）の国での教員資格はイギリス

でも通用するが、それ以外の国で教員経験

をもつ人がイギリスでQTSを得るルート。

学校現場で教室でのパフォーマンスを

チェックされ、QTS を授与される。

こうした多様なルートを提供しているの

も、イギリスにおける教員の流動性が高いと

いう背景がある。つまり、離職者も多いが新

規参入者も多いということである。そのため

の配慮が制度的に随所にみられる。

統計的な資料がないが、おそらく、イギリ

スにおける教職キャリアは新卒のためのもの

ではなく、多くが転職者（job changer）の

ものであると考えられる。たとえ、PGCE 修

了者であっても、その中には相当数の社会人

経験学生（mature students）が含まれてい

ると考えられる。

こうした状況は、我が国における次の時代

の教員養成にひとつの示唆をもっているので

はないだろうか。そこで、最後に、18歳人口

急減期を前にして、教育系の大学、学部、学

科、さらには開放制の教職課程が生き残る方
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策の一つとして、社会人を対象にした教員免

許課程が我が国でどの程度現実的な提案か、

議論してみよう。

3、社会人を対象とした教員養成課程の
可能性と限界－我が国での課題とは何か－

まず、イギリスで 2 番目の規模をほこるエ

クセター大学教育学部（school of education）

の PGCE コースの学生の属性から社会人の

比率を見てみよう。

2008－9 年度の PGCE（secondary）入学生

の属性

性別

男　152

女　285

計　437

年齢

25歳以下　261　

25歳以上　176

　　　計　437　

学歴

学士以上　281

学士なし　136

海外学位　 20

　　　計　437

最終結果

中断　　　　　　17

退学　　　　　　30

落第　　　　　　11

PGCE+QTS　　371

PGCE のみ　　　 6

QTS のみ　　　　2

　　　計　　　 437

修了時点で教職ポストを得たかどうか

　得た　　　　　258

　得ていない　　121

　　　　　計　　379

（出典：University of Exeter, Admission Report, 

Overall PGCE Secondary Cohort Data 2008-09

より）

ここから 2 点を指摘したい。ひとつは入学

生の40％が25歳以上のいわゆる社会人経験者

（mature students）である点である。もうひ

とつは、修了生379人の68％が修了時点で採

用内定しているという点である。社会人入学

生の多さと採用率の高さの背景にはこれら二

つの要因がある。前者については、奨学金制

度の充実が挙げられる。先に紹介したように

TDA からの奨学金に加えて、出身地の自治

体は他の地域で PGCE を取る学生について

も奨学金を出している。こうした財政的サ

ポートが社会人入学者のハードルを低くして

いると思われる。PGCE はフルタイムの学生

だが、SCITT や GTP では学校に雇用される

形態で教員養成を受けることから、さらに財

政的負担は少なくなる。

後者の採用率についていえば、教員養成機

関の定員そのものが需要に連動して調整され

ていることが大きい。つまり、需要感応型の
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定員管理が行われていることから、修了生の

就職市場はほぼ卒業生の規模と一致するので

ある。もちろん、地域、個々の学校のレベル

によって人気には偏りがあり、マッチングが

完璧に行われているはずはないので、結果と

して70％前後というのが PGCE 修了後の就

職内定率ということになる。

補足しておけば、入学者選抜試験は年間を

通して行われており、10人くらいの単位で各

教科の入試が行われる。筆者は二つの科目の

入試を参与観察したが（modern language、　

ITC）どちらも 8 割は社会人志願者であり、

最年長は50代であった。試験内容はナショナ

ル・カリキュラムの理解についての事前課題

を筆記させるものと、授業プレゼンおよびそ

の後の質疑応答だった。また、PGCE は専門

職教育課程と位置付けられていることから、

大学入試に必要な A レベル試験結果も大学

での成績も選抜資料にはない。必要なのは

GCSE の成績と犯罪歴（crime record）のみ

であった（詳しくは加藤（2011）参照）。

ここからわかるとおり、社会人を教員養成

に呼び込むためには高い採用率と財政的サ

ポートの二つが必要であることは明らかであ

る。我が国の教員養成に照らし合わせてみる

と、そのどちらにも問題があることがわかる。

まず、開放制教職課程と教員養成大学で養成

される免許取得者数は、計画養成とはいうも

のの、実際には無制限に取得が許されており、

その80％以上がペーパー・ティーチャーとし

て浪費されている。また、財政的サポートは

皆無に等しい。国が社会人入学生への財政サ

ポートに消極的なのは、都道府県の教員採用

試験がおしなべて高い倍率で推移しており、

あえて、社会人をリクルートするためのイン

センティブに財政支出することに必然性がな

いと考えているからではないだろうか。しか

しながら、近年の小学校教員採用試験の倍率

現場と
イレリバンド

現場と
レリバンド

アカデミックカリキュラム

職業的カリキュラム（skill, craft）
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低下に見られるように、高い質の教員をリク

ルートするためにはより多様な志願者を呼び

込み、選抜度を高める必要があるだろう。

2017年以降、我が国の多くの大学が定員割

れ状態となり、山崎（2014）の推計のように

2025年に向けて採用数が全国的に低減してい

くなかで、教職課程も存廃の危機に直面する

のは間違いないと言える。前頁の図は、その

前提に立って、ひとつの方策を示すために示

したものである。

この図からいえることを３点にまとめてみ

たい。

1）90年代にイギリスで起きた、教員養成を

学部教育から PGCE に移行させたように、

我が国の学部教職課程も、教育現場とかい離

したままの状態では、その存立基盤は保てな

い。したがって、アカデミズムと教育現場が

どのような融合的カリキュラムを作り上げる

かが、あらたな教員養成課程の生き残りにお

ける鍵になるだろう。教職課程を修士化し、

アカデミックな内容と実践科目を集中的に教

えるという前政権案はひとつの可能性をもっ

ていたが、政局の変化の中で宙に浮いてし

まった。

2）すでに、教師塾のように、学校現場、教

育委員会は、イギリスでいう SCITT または

School Direct といわれる養成方式へと傾斜

しつつある。そこに大学の教職課程が参画し

ているとはいいがたい現状がある。高等教育

においては、わずかに教職大学院が PGCE

に似たカリキュラムを提供しているが、実態

としては、大学の教職課程に教員経験者を大

量に入れることで、表面的に実践的教職課程

を装っているといわざるを得ない。

3）このままの状態で、学部教職課程に実践

的科目、スキル科目を大量に増やせば、大学

で教員免許を授与する必然性は全くなくな

り、教育学研究者の職業的アイデンティティ

は崩壊するだろう。イギリスでは、教員養成

に携わる大学教員たちは、他の学問領域の教

員より一段低い位置に置かれ、その中で自ら

の学問アイデンティティを模索している状況

が報告されている（Ellis et al, 2013）。

ここでは、推測的な処方箋を提出すること

が目的ではないが、イギリスの教員養成史か

ら引き出されるひとつのインプリケーション

がある。それは、かつて60年代の終わりにイ

ギリスの伝統的大学の研究者たちが提唱し

た、アカデミズムとプラクティス（実践）と

を融合させ、双方が補完することで、あらた

な専門職としての教員養成カリキュラムを構

築することである。

このカリキュラムデザインが提示されなけ

れば、今後、大学において教職課程を設置す

る意味は希薄になってくるし、もし、教育委

員会と学校現場が教員免許講習のように独自

の教員免許プログラムを提供しはじめれば、

我が国でも SCITT や School Direct のよう

な教員養成ルートが次第に拡大していくだろ

う。

おそらく、こうしたあらたなカリキュラム

デザインは一大学の開放制教職課程だけでは

不可能だろう。コンソーシアムまたは連合大

学教職課程といったムーブメントによって、

全国的なトレンドにしていくしかないだろ

う。そうした流れを受けて、社会人リクルー
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トへの奨学金制度や新しい採用方式へと政

府、自治体が動いていくと考えられる。

おわりに―教職課程淘汰の時代とは

すでにイギリスでは、教員養成を高等教育

機関（HEIs: Higher Education Institutions）

から学校現場に移行させるため、教員養成機

関の定員を削減しつつある。イギリス第二の

規模を持っていた Exeter 大学教育学部でも

2010年の保守連立政権（coalition government）

以来、3 割削減されている。他の大学では事

態はいっそう深刻であり、2014年夏時点で、

す で に、Open University、University of 

Bath、Warwick University が教員養成から

撤退を決定している。Exeter 大学の教員養

成政策担当官、Jos Sumner 氏によれば、今後、

イギリス南部で生き残れる教員養成系大学は

同大学を含めて 2 、3 大学になるだろうと予

測している。

この政府方針転換に対する生き残り戦略と

して、Exeter 大学では現政権が導入した

Teach First と呼ばれる養成プログラムに重

点を移している。このプログラムでは、各学

部で学士号を取得した卒業生を 2 年間で高い

専門性をもった教員に養成するプログラムで

ある。まず、1 年目で通常の PGCE を取得し、

2 年目でさらに現場実習を重ねて、質の高い

ブランド教員を教員市場に輩出することに

よって、大学の評価を高めようというのであ

る。政府の政策が教員養成を学校現場に移す

なら、その現場に積極的には働きかけ、これ

まで大学での教員養成で蓄えたカリキュラム

やノウハウをよりわかりやすく（articulate）

現場に提示して協力関係を築き上げようとし

ているのである。担当官の Jos Sumner は、

大学抜きの教員養成では、教師の専門性は高

くならないし、現在の複雑な社会変化、子供

の心理構造に対応する教員はできないと述べ

ている。いってみれば、かつて60年代に大学

人たちが試みた教員養成とアカデミズムを統

合しようとした試みが、今、教育現場と大学

との間で再び試みられているといってもよ

い。

Russel Group に属する伝統大学でありな

がら、ここまでの危機感をもって教員養成プ

ログラムを改革しているイギリスの現状を見

るにつけ、我が国の開放制教職課程を有する

多くの大学が無策のまま、次の採用低減期を

迎えようとしている現状は、ある意味ではあ

まりにイノセントといわざるをえない。おそ

らく、教職課程の淘汰は、単に大学の威信や

伝統のみならず、Exeter 大学教育学部のよ

うな大胆な政策転換と魅力あるプログラムの

提供を実現した高等教育機関が勝者になると

いう、文字通り教員養成淘汰の時代となるだ

ろう。

そのことを、本論の政策インプリケーショ

ンとして提示し、稿を終えたい。

≪参考文献目録≫
Archer. M. Social Origin of Educational System（University 

Edition）, SAGE, 1984.

Furlong. V. J. Initial teacher training and the role of the 

school, Open University Press, 1988. 

Child. A. The work of teacher educators: an English policy 

perspective, Journal of Education for Teaching, vol.39, 

No.2, Routledge, 2013.



11

教職課程の衰退期における社会人対象教員養成の可能性

Ellis. V. et al. A difficult realisation: the proletarianisation 

of higher education-based teacher educators, Journal 

of Education for Teaching, vol.39, No.3, Routledge, 

2013.

Furlong. V. J. Initial teacher training and the role of the 

school, Open University Press, 1988. 

潮木守一『教員需要の将来展望』福村出版、1985年。

潮木守一『大学再生への具体像－大学とは何か』東信堂、

2013年。

加藤潤「イギリス教育改革における『葛藤』－92年『教育

白書』に対する反応」名古屋女子大学紀要（人文・社

会編）、第44巻、1998年。

加藤潤「イギリスにおける一年制教職課程（PGCE）につ

いての事例分析－歴史社会的背景とわが国への政策イ

ンプリケーション－」名古屋外国語大学外国語学部紀

要、第41号、2011年。

喜多村和之『大学淘汰の時代－消費社会の高等教育』中央

公論社、1990年。

山崎博敏「我が国の学校教員ン需要の時系列分析と将来推

計」日本教育社会学会第66回大会、発表要旨、2014年9

月13日（於：愛媛大学）。

（付記：本論は、科学研究費基盤研究（C）、課題番号：

25381146および科学研究費基盤研究（C）、課題番号：

26381155の助成による研究成果の一部である。）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


